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（別 紙） 

 大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の 

    一部を改正する条例 

 

大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和31年大阪市条例第32

号）の一部を次のように改正する。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（報酬の支給の停止等） 

第３条の２ 被告人又は被疑者として身体の拘束を受けていることにより市会の会議又

は委員会（常任委員会、市会運営委員会及び特別委員会であって、当該議員が所属す

るものをいう。以下同じ。）を欠席したときは、欠席した日の属する月（以下この項に

おいて「欠席月」という。）以後の月分の報酬は、同日後において最初に市会の会議若

しくは委員会に出席した日又は被告人若しくは被疑者として身体の拘束を受けてい

ること以外の事由により市会の会議又は委員会を欠席した日の属する月（欠席月と同

一の月である場合は、その翌月）以後の月分の報酬を除き、その支給を停止する。 

２  前項の規定による報酬の支給の停止は、当該報酬の支給の停止の事由に係る刑事事

件について公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判（無罪の裁判と同様の

効果を有するものを含む。）が確定したときは、これを解除する。 

３  第１項の規定による報酬の支給の停止の事由に係る刑事事件について有罪の裁判が

確定したときは、同項の規定によりその支給を停止した報酬及び当該有罪の裁判にお

いて言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間の始期の属する月から

その終期の属する月までの月分の報酬は、支給しない。この場合において、第１項の

規定により支給を停止されるべきであった月分の報酬で既に支給を受けたものがあ

るときは、当該月分の報酬を支給された議員は、これを返納しなければならない。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（期末手当の支給の停止等） 

第５条の２ 基準日前６月以内に第３条の２第１項の規定により当該月分の報酬の支給

を停止した月（同項の規定により支給を停止すべきであった月分の報酬で既に支給し

たものがあるときは、当該月を含む。）があるときは、前条第１項の期末手当のうち、

それぞれその基準日前６月以内の期間におけるその議員の在職期間の月数を基礎と
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して月割りをもって計算した当該報酬の支給を停止した月分の額に相当する部分は、

その支給を停止する。 

２  第３条の２第２項の規定は、前項の規定により期末手当の一部の支給を停止した場

合に準用する。 

３  基準日前６月以内に第３条の２第３項の規定により当該月分の報酬を支給しなかっ

た月（同項後段の規定により当該月分の報酬を返納しなければならない月を含む。）が

あるときは、前条第１項の期末手当のうち、それぞれその基準日前６月以内の期間に

おけるその議員の在職期間の月数を基礎として月割りをもって計算した当該報酬を

支給しなかった月分の額に相当する部分は、支給しない。この場合において、第１項

の規定により支給を停止されるべきであった月分の額に相当する部分で既に支給を

受けたものがあるときは、当該部分を支給された議員は、これを返納しなければなら

ない。 

    附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第３条の２及び

第５条の２の規定は、この改正条例の施行の日以後、被告人又は被疑者として身体の

拘束を受けたものについて適用し、施行日前に被告人又は被疑者として身体の拘束を

受けたものについては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 

 市会議員の報酬及び期末手当の支給の停止等に関する規定を整備するため、条例の一

部を改正する必要があるので、この案を提出する。 
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（参 照） 

（太字は改正） 

 

大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（抄）  

 

第３条 省 略 

（報酬の支給の停止等） 

第３条の２ 被告人又は被疑者として身体の拘束を受けていることにより市会の会議

又は委員会（常任委員会、市会運営委員会及び特別委員会であって、当該議員が所属

するものをいう。以下同じ。）を欠席したときは、欠席した日の属する月（以下この項

において「欠席月」という。）以後の月分の報酬は、同日後において最初に市会の会議

若しくは委員会に出席した日又は被告人若しくは被疑者として身体の拘束を受けて

いること以外の事由により市会の会議又は委員会を欠席した日の属する月（欠席月と

同一の月である場合は、その翌月）以後の月分の報酬を除き、その支給を停止する。 

２ 前項の規定による報酬の支給の停止は、当該報酬の支給の停止の事由に係る刑事事

件について公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判（無罪の裁判と同様の

効果を有するものを含む。）が確定したときは、これを解除する。 

３ 第１項の規定による報酬の支給の停止の事由に係る刑事事件について有罪の裁判

が確定したときは、同項の規定によりその支給を停止した報酬及び当該有罪の裁判に

おいて言い渡された刑の執行として刑事施設に収容された期間の始期の属する月か

らその終期の属する月までの月分の報酬は、支給しない。この場合において、第１項

の規定により支給を停止されるべきであった月分の報酬で既に支給を受けたものが

あるときは、当該月分の報酬を支給された議員は、これを返納しなければならない。 

第５条 省 略 

（期末手当の支給の停止等） 

第５条の２ 基準日前６月以内に第３条の２第１項の規定により当該月分の報酬の支

給を停止した月（同項の規定により支給を停止すべきであった月分の報酬で既に支給

したものがあるときは、当該月を含む。）があるときは、前条第１項の期末手当のう

ち、それぞれその基準日前６月以内の期間におけるその議員の在職期間の月数を基礎

として月割りをもって計算した当該報酬の支給を停止した月分の額に相当する部分
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は、その支給を停止する。 

２ 第３条の２第２項の規定は、前項の規定により期末手当の一部の支給を停止した場

合に準用する。 

３ 基準日前６月以内に第３条の２第３項の規定により当該月分の報酬を支給しなか

った月（同項後段の規定により当該月分の報酬を返納しなければならない月を含む。）

があるときは、前条第１項の期末手当のうち、それぞれその基準日前６月以内の期間

におけるその議員の在職期間の月数を基礎として月割りをもって計算した当該報酬

を支給しなかった月分の額に相当する部分は、支給しない。この場合において、第１

項の規定により支給を停止されるべきであった月分の額に相当する部分で既に支給

を受けたものがあるときは、当該部分を支給された議員は、これを返納しなければな

らない。 


